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データの分散管理によるこころの自由と価値の共創 

研究開発テーマ名 

パーソナルデータ(PD)の分散管理 

２０２２年度までの進捗状況 

１．概要 

PD を本人に集約して管理運用する仕組みである分散 PDS

ライブラリ PLR(Personal Life Repository)およびこれを

組み込んだアプリの機能を改良・拡張して利便性とセキュ

リティを高めるとともに、利用者本人からの PD の継続的

取得と本人向けサービスを担うパーソナル AI (PAI)を開

発し、PD の分散管理に基づく複数の個人向けサービスを社

会実装します。平行して、分散管理の法的・社会的な妥当

性と受容性の検証や開発したシステムの堅牢性、セキュリ

ティ等の検証を進め、それに応じてこれらのシステムやサ

ービスを修正・改善します。これに基づいて各個人に適し

た公共的サービス等を PAI が抽出する分散マッチングを実

運用します。 

２．２０２２年度までの成果 

分散 PDS ライブラリ PLR とそれを組み込んだアプリの機

能の整備を進めました。また、個人が自分の PD を自分の

情報機器で管理しサービス提供者と適宜共有して活用する

分散型サービスの実証実験をヘルスケアについて実施し、

また行政サービスについても他システムと PLR を連携させ

る際に両者の間で PD を共有する利用者を管理できること

を確認しました。さらに、ムーンショット目標 9 の他の研

究プロジェクトの PM 等に分散管理のメリットを説明し、

分散管理に基づき PD を本人のために活用することによっ

て PD の管理を本人に委ねることで、管理のコストとリス

クが低減しデータの活用が容易になることについて理解が

得られました。 

分散管理の法的妥当性については、(1)次年度以降の調査

に備え、研究対象を整理・選定し、(2) PD の分散管理や PAI

の ELSI 論点、とくに法的論点を整理しました。(1)につい

て、国内外の法学研究者との面談・研究会の実施等を通じ

て、次年度以降の調査に必要な研究体制をおおむね構築す

ることができました。また、(2)については、研究会・ワー

クショップ等により、次年度以降に取り組むべき課題が明

らかになりました。 

分散管理の社会受容性については、個人の自己情報コン

トロールに関する企業・個人の意識の現状理解とあるべき

姿との現状乖離把握を目的として、(1)先行研究調査および

定性調査、(2)日本と北欧の製造企業を対象とした予備的定

量調査を実施しました。(1)では、文化的背景に応じた日本

と北欧の個人の PD 提供に対する認識の違い（特に、日本は

不確実回避傾向が高い）や、北欧のデジタル化成功要因や

PD の取り扱いに関する法制度についての理解を深めるこ

とができました。(2)では、日本と北欧の製造企業の法制度

に対する認識の違いについて示唆を得ました。 

また、PAI によるサービスを含む多様なサービスのガバ

ナンスのための右図のような仕組みを定式化しています。

AI の重大なリスクを前以て具体的に予測し尽くすことは

できないので、AI を運用しながらアジャイルにリスクに対

応する必要があります。そのため、分散管理によって本人

に集約された PD をサービスの監査が随時収集・分析して

各サービスが利用者にもたらすメリットとデメリットを明

らかにする体制を構築すべきでしょう。この分析のために

はサービスから利用者への介入に関するデータも必要なの

で、そのようなデータも含むようにデータポータビリティ

の概念を拡張する必要があります。 

３．今後の展開 

2023 年度は、PD の分散管理に基づく公共的サービスを

実運用し、PD を他者に開示せずに各個人が受けられる行

政サービスを検索する分散マッチングの方式を検討します。

また、PD の分散管理の法的・社会的検討を融合すること

により、分散管理および PAI の法的・倫理的妥当性に関す

る課題を明らかにします。さらに、拡張されたデータポー

タビリティに関する国際標準化プロジェクトの立ち上げを

図り、法制化を目指します。 
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